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船舶事故調査報告書 

 

                                令和３年６月１６日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和２年５月２９日 ２１時２０分ごろ 

発生場所 愛知県衣浦港 

 衣浦港東防波堤西灯台から真方位０１２°６６０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°４９.５′ 東経１３６°５６.７′） 

事故の概要  プレジャーボート尾張
お わ り

屋は、北進中、また、プレジャーボート

純幸
じゅんこう

は、錨泊中、両船が衝突した。 

 尾張屋は、船首部船底外板に擦過傷を生じ、また、純幸は、船長Ｂ

が負傷し、右舷中央部外板の破口等を生じた。 

事故調査の経過  令和２年６月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

  

 

Ａ プレジャーボート 尾張屋、５トン未満 

２４０－３５４２５愛知、個人所有 

６.７３ｍ（Lr）×１.６８ｍ×０.７０ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、５８.８kＷ、平成５年１０月 

Ｂ プレジャーボート 純幸、５トン未満 

２４２－１０７２３愛知、個人所有 

５.６２ｍ（Lr）×２.１２ｍ×１.０４ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、４４.１kＷ、昭和６０年５月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ８４歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５１年１２月１７日 

免許証交付日 令和元年８月５日 

（令和７年１月２３日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ６３歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和６３年１０月２１日 

免許証交付日 平成２８年６月２３日 

（令和３年７月２８日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 重傷１人（船長Ｂ） 
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 損傷 Ａ 船首部船底外板に擦過傷 

Ｂ 右舷中央部外板に破口、船外機に濡れ損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風力 ２、視界 良好、月齢 ６.３ 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、知人２人を乗せ、魚釣りの目的

で、令和２年５月２９日１８時００分ごろ、衣浦港内の係留地を発

し、衣浦港東防波堤北方沖の釣り場に向かった。 

 Ａ船は、衣浦港東防波堤北方沖で魚釣りを終え、２１時２０分ご

ろ、帰港することとして法定灯火を表示し、北方に向け、クラッチレ

バーを全速に入れて発航した直後、前路で無灯火の状態で錨泊中のＢ

船の右舷中央部とＡ船の船首部が衝突した。 

Ａ船同乗者は、Ｂ船の右舷中央部に乗り揚げたＡ船の下敷きとなっ

ていた船長ＢをＡ船上に引き揚げ、海上保安庁へ事故発生を通報し、

現場に到着した巡視船に船長Ｂを移乗させた。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、魚釣りの目的で、同日１８時１

５分ごろ、衣浦港所在のマリーナを発し、衣浦港東防波堤北方沖の釣

り場に向かった。 

 船長Ｂは、釣り場に到着して錨泊後、魚群探知機の画面の照明及び

自身のヘッドライトを点灯し、無灯火の状態で左舷側を向いて魚釣り

を行っていたところ、右舷方から接近するＡ船のエンジン音が聞こえ

たことで、Ａ船に気付き、大声を出したものの、Ａ船の船首部とＢ船

の右舷中央部が衝突した。 

 船長Ｂは、巡視船から、救急車に引き継がれ半田市内の病院に搬送

され、胸骨及び左第一肋骨骨折等と診断された。 

Ａ船は、定係地に自力入港し、Ｂ船は、水船となり、後日、廃船処

理された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ Ａ船及びＡ船の損傷状況、

写真２ Ｂ船の損傷状況 参照） 

 その他の事項  事故当日は、月出が１０時２６分、月正中１８時２３分、月没が３

０日００時２７分であった。 

Ａ船は、レーダーはなく、魚群探知機兼ＧＰＳプロッターが搭載さ

れていた。 

船長Ｂは、令和２年３月ごろからＢ船のエンジンがかかりづらく、

バッテリーの調子が悪いという認識があった。 

船長Ｂは、事故当日、釣り場に到着した際、帰港時にエンジンがか

からなくなるのではないかという不安があり、魚群探知機の画面の明

るさと自身のヘッドライトで、周囲がＢ船を認識できるだろうと思

い、全周灯を点灯していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 

Ａ なし、Ｂ あり 
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 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、衣浦港において、北進中、無灯火の状態で錨泊中のＢ船と

衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、衣浦港において、錨泊中、船長Ｂが、帰港時にエンジンが

かからなくなるのではないかという不安があり、魚群探知機の画面の

照明と自身のヘッドライトで他船からＢ船を認識できるだろうと思

い、無灯火の状態で釣りを行っていたことから、航行中のＡ船の船首

部とＢ船の右舷中央部が衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、衣浦港において、Ａ船が北進中、Ｂ船が錨泊中、

船長Ｂが、帰港時にエンジンがかからなくなるのではないかという不

安があり、魚群探知機の画面の明るさと自身のヘッドライトで他船か

らＢ船を認識できるだろうと思い、無灯火の状態で釣りを行っていた

ため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、夜間、法定灯火を常時表示すること。 

・船長は、バッテリーを良好な状態に保つよう、適宜、交換するこ

と。 
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付図１ 事故発生場所概略図

 

 

 

写真１ Ａ船及びＡ船の損傷状況 

 

✕ 
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写真２ Ｂ船の損傷状況 

 

 

 

 


